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平成24年1月27日

国道11号吉野川大橋（鳴門市方面行き）の
よ し の が わ お お は し な る と

中央車線の通行規制のお知らせ
～ 橋梁の損傷発見に伴う緊急措置 ～

■国道11号吉野川大橋について、橋梁定期点検で橋に損傷が発見
よ し の が わ おおはし

されましたので、緊急措置として、鳴門市方面行き車線のうち、
な る と

中央車線の通行規制を、平成24年1月27日（金）22時より

終日行います。（別紙参照）

■通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○ 国道11号吉野川大 橋（下り車線）は、架設後40年（昭和47年架設）が
よしのがわおおはし

経過した橋梁です。

○ 平成24年1月に詳細調査を実施した結果、橋梁内部に重大な損傷が発見さ

れたことから、緊急措置として、鳴門市方面行きの3車線のうち、中央車線

の通行規制を行います。

○ 今後は、超音波探査機等による更なる詳細調査等を実施後、補修工事を行

う予定であり、現段階では中央車線の規制解除時期は未定です。

○ １日でも早い規制の解除に向け調査及び工事を進めてまいりますので、

付近を通行する際には、ご注意頂くとともに、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

http://www.skr.mlit.go.jp/cgi-bin/tokushima/form.cgi?formid=form001

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
本施策は、四国圏広域地方計画「No.5圏域の連携による発展に

向けた地域力向上プロジェクト」の取り組みに関連します。

この施策は、四国地震防災基本戦略の取組に該当します。

【問い合わせ先】
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL：088-654-2211（代表）
◎ 副 所 長 庵原 伸二 （内線205）

い は ら し ん じ

道路管理第二課長 植田 清 （内線441）
う え だ きよし

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 徳島国道出張所
TEL：088-699-4511（直通）

出張所長 田中 元幸
た な か も と ゆ き

◎：主たる問い合わせ先
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